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2018年 ストップ結核パートナーシップ日本 定款変更点 

 

地方自治法 260条に基づく、東京都千代田区 三崎町・猿楽町の町名変更（平成 30年 1月 1日実施）

による定款変更。 

 

新旧対照表 

 

新 旧 

第１章 総則 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を東京都千代

田区神田三崎町1-3-12号結核予防会内に置く。 

 

第１章 総則 

（事務所） 

第２条 この法人は、主たる事務所を東京都千代

田区三崎町1-3-12号結核予防会内に置く。 

 

 


